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（１） 計画策定の背景
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第１章 計画の基本的事項

出典：環境省 令和６年版環境・循環型社会・生物多様性白書出典：国際連合広報センター 海洋温暖化

３つの環境危機
人類は気候変動、生物多様性の損失、汚染の３つの環境危機に直面しています。

令和６(2024)年の世界平均気温は産業革
命前より1.55℃上昇し、観測史上最高とな
りました。国際連合の事務総長は「地球温暖
化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来し
た」と表明しています。

大東市国内世界

気候変動 生物多様性の損失 汚染

私たちが生きる現代は「第６の大量絶
滅時代」ともいわれ、過去５回発生した
大絶滅より種の絶滅速度は速く、その主
な原因は人間活動による影響と考えられ、
適切な対策を講じなければ今後更に加速
すると指摘されています。

水、大気などの環境中の様々な媒体に
またがって存在する反応性窒素、マイク
ロプラスチックを含むプラスチックごみ、
人為的な水銀排出や難分解性・高蓄積
性・毒性・長距離移動性を有する有害化
学物質によるグローバルな汚染が深刻化
しており、水、大気、食物連鎖等を通じ
た健康影響や生態系への影響が懸念され
ています。

出典：環境省 ecojin
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第１章 計画の基本的事項

今後10年間に直面する最も深刻な10のリスクとは？

コラム ： グローバルリスク報告書2025について

グローバルリスク報告書2025を基に作成

１ 異常気象

２ 生物多様性の喪失と生態系の崩壊

３ 地球システムの危機的変化

４ 天然資源不足

５ 誤報と偽情報

６ AI技術がもたらず有害事象

７ 不平等

８ 社会の二極化

９ サイバー諜報活動とサイバー戦争

１０ 汚染

リスク分類 ●経済 ●環境 ●地政学 ●社会 ●テクノロジー

世界経済フォーラムが公表した「グローバルリスク報
告書2025」では、今後10年間に直面する10のグローバ
ルリスクのうち、「異常気象」、「生物多様性の喪失と
生態系の崩壊」、「地球システムの危機的変化」、「天
然資源不足」、「汚染」の５つを環境分野のリスクが占
めており、環境問題が人類にとって最も重大なリスクに
なることを分析しています。

近年の環境危機の顕在化は、自然資本（環境）の基盤
の上に経済社会活動が成立しており、自然資本を消費し
尽くすだけでは、経済社会活動は持続可能ではないとい
う認識を世界的に定着させました。
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第１章 計画の基本的事項

気候変動対策

2050年カーボンニュートラル宣言を踏まえ、地域の脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図るため、令和３(2021)年６月に
「地球温暖化対策の推進に関する法律」が改正されました。令和７(2025)年２月には、地球温暖化対策計画を改定し、2050年ネッ
ト・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、「2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度か
らそれぞれ60％、73％削減することをめざす」旨を表明しています。

また、気候変動の影響を回避し低減することを目的として制定された「気候変動適応法(平成30(2018)年)」が令和５(2023)年に熱
中症対策を強化するため改正されました。

出典：気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト 気候変動適応とは

カーボンニュートラルとは

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるこ
とを意味します 。「排出を全体としてゼロ」と
いうのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガ
スの「排出量」から、植林、森林管理などによる
「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロに
することを意味しています。

出典：環境省 脱炭素ポータル

大東市国内世界
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第１章 計画の基本的事項

生物多様性の保全

令和４(2022)年12月、生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択さ
れました。これを受け、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることを意味する、ネイチャーポジティブ
（自然再興：自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること）の実現をめざし、地球の持続可能性の土台で
あり、人間の安全保障の根幹である生物多様性・自然資本を守り活用するための戦略として「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣
議決定されました。令和12(2030)年までのネイチャーポジティブ実現に向けた目標の一つとして30by30目標が位置づけられていま
す。

出典：環境省 自然共生サイト

30by30目標とは？

2030年までに陸と海の30％以上を健全な生態系とし

て効果的に保全しようとする国際目標

日本では、現在陸域20.5％と海域13.3％が保

護地域として保全されています。

府では、令和５(2023)年４月から「おおさか
生物多様性応援宣言」登録制度を実施しています。
生物多様性の保全に積極的に取り組むことを宣言
する府内の企業や団体を登録し、その取組に対し、
府がPRやサポートを行うものです。

宣言方法は、事業活動の中で、生物多様性に配
慮していること、生物多様性を守るために行って
いることを宣言項目から選び、申出書を送付する
だけです。

おおさか生物多様性シンボルマーク

大東市国内世界
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コラム ： 生物多様性について

第１章 計画の基本的事項

生物多様性条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という3つのレベルで多様性があるとしてい
ます。この３つのレベルの多様性が守られることで、豊かな生物多様性が成立し、わたしたちは自然の恵みを受け
続けることができます。過去100年で、地球上の種の絶滅速度が1000倍以上に上がっているとされています。生物
を絶滅の危機に追いやる原因には、様々なものがあります。府内でも、レッドリスト※掲載種数は、平成12(2000)
年の781種から平成26(2014)年の1,485種に増加しています。

生物多様性ってどういうこと？

出典：大阪府 生物多様性くらしナビ まいのち osaka※レッドリスト：野生生物について生物学的観点から個々の種の絶滅の
危険度を科学的・客観的に評価し、その結果をリストにまとめたもの
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第１章 計画の基本的事項

環境汚染（生活環境の保全）

化学物質やマイクロプラスチック等による水・大気・土壌等の環境汚染は、生物多様性等、自然資本への大きなリスクであるととも
に、私たちの暮らしの中で衛生面、健康面におけるリスクとして重要な課題となっています。

特に、プラスチックの海洋ごみ問題については、生態系を含めた海洋環境の悪化や景観への悪影響等、様々な問題を引き起こしてお
り、府においては、「おおさか海ごみゼロプラン（大阪府海岸漂着物等対策推進地域計画）」を策定し、令和12（2030）年度に大阪
湾に流入するプラスチックごみの量を令和２（2020）年度と比較して半減する目標を掲げています。

大東市国内世界

出典：大阪府 海ごみ対策

海ごみとは？

出典：環境省 ecojin
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第１章 計画の基本的事項

循環経済（サーキュラーエコノミー）

令和６(2024)年８月に循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行が前面に打ち出された第五次循環型社会形成推進基本計画が
閣議決定されました。循環経済（サーキュラーエコノミー）とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストッ
クを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、
廃棄物の発生抑止等をめざすものです。

プラスチックの資源循環については、令和４(2022)年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されま
した。バイオマスプラスチックの導入やプラスチック資源循環に率先して取り組む企業が、ESG金融に取り組む投資家等に適切に評価
され、企業価値向上につなげるための投資家及び企業双方に向けたESGガイダンスの策定が進められています。

出典：環境省 令和７年版環境・循環型社会・生物多様性白書

大東市国内世界
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第１章 計画の基本的事項

SDGsのウェディングケーキモデルとは？

コラム ： SDGs（持続可能な開発目標）について

平成27(2015)年9月の国連総会において採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」では、国際社会
全体の普遍的な目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」の17のゴールが設定されました。

「SDGsのウェディングケーキモデル」では、
「経済」は「社会」に、「社会」は「（自然）環
境」に支えられて成り立つという考え方を示してお
り、パートナーシップで環境・経済・社会の課題に
統合的に取り組み、持続可能な社会への変革をめざ
すことの必要性を示しています。

出典：環境省 令和６年版環境・循環型社会・生物多様性白書出典：国際連合広報センター SDGsポスター
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第１章 計画の基本的事項

令和元（2019）年６月

令和５（2023）年３月

■大東市ゼロカーボンシティ宣言
市長による施政方針にて、令和32(2050)年を目途に温室効果ガス

排出量の実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ」を実現し、持続可
能な都市をめざすことを表明しました。

■だいとうプラスチックごみゼロ宣言
市民・事業者・行政が連携して「プラスチックごみゼロ」を実現す

るために「だいとうプラスチックごみゼロ宣言」を行い、海洋プラス
チックごみ問題への理解をひろめ、マイバッグ促進といった、プラス
チックごみゼロへ向けた取組を進めています。

令和６（2024）年３月

■大東市地球温暖化対策実行計画・気候変動適応計画
策定

2050年脱炭素社会の実現に向けて、令和12(2030)年度までの期間に
おける温室効果ガス削減目標や削減取組などを定めました。

■デコ活宣言
脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの実現に向けた行動変容・

ライフスタイル転換のうねり・ムーブメントを起こすための新しい
国民運動である「デコ活」を推進するため、「デコ活宣言」を行い
ました。

令和６（2024）年５月

大東市国内世界
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第１章 計画の基本的事項

第３期大東市環境基本計画

大東市総合計画 大東市環境基本条例

環境基本法

第六次環境基本計画

大阪府環境基本条例

2030大阪府環境総合計画
⚫大東市地球温暖化対策実行計画・

気候変動適応計画

⚫大東市一般廃棄物処理基本計画

⚫大東市まち・ひと・しごと創生総

合戦略

⚫大東市都市計画マスタープラン

⚫大東市住宅マスタープラン

⚫大東市緑の基本計画 等

環境部門 個別計画

関連計画

整
合

反
映 整合

施策を具体化

本計画は、「大東市環境基本条例」第９条の規定に基づき、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するための基本的な計画として定めるものです。また、「大東市総合計画」に掲げた理念や政策の展開方針について、環境面
から具体化するものです。さらに、本計画は、「大東市地球温暖化対策実行計画・気候変動適応計画」や「大東市一般廃棄物処
理基本計画」などの上位計画に位置づけられるものであり、それぞれの計画との整合性をはかりつつ、連携・連動して施策を推
進していきます。

（３） 計画の対象

本計画の対象となる「環境」とは、「大東市環境基本条例」に定義された以下４つの環境とします。

生活環境

快適環境

自然環境

地球環境

日常の生活活動に関わる環境

自然、施設、歴史、文化、伝統等が互いに他を
活かし合うよう均衡がとれ、その中で生活する
人との間に調和が保たれている好ましい環境

動植物及びその生態系に関わる環境

地域や国を超えたグローバルな視点に
立った環境



(４) 各主体の役割
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第１章 計画の基本的事項

「生活環境」、「快適環境」、「自然環境」、「地球環境」すべてにおいて、良好な状態を創造し維持していくためには、
あらゆる主体が、それぞれの立場から環境に配慮し、適切な行動を積み重ねていくことが重要です。

市（行政）

⚫ 豊かな環境を保全するため、お互いに配慮
して生活するとともに、資源及びエネル
ギーの使用ならびに廃棄物の排出等による
環境への負荷の低減につとめます。

⚫ 各主体と協働し、環境保全活動につとめる
とともに、市が実施する施策に協力します。

⚫ 積極的に環境保全に関する情報を収集し、
学び、主体的に行動します。

⚫ 環境の保全及び創造に関する施策を
策定し、実施します。

⚫ 自ら行う事業の実施にあたって環境
への負荷の低減に積極的につとめま
す。

⚫ 広域的な取組を必要とする施策にお
いては、国、府及び他の市町村など
と協力して、その推進につとめます。

⚫ 各主体と協働し、環境保全活動につ
とめます。

⚫ 事業活動において、省エネルギーの
推進、再生可能エネルギーの活用、
廃棄物の発生抑制及び適正処理等を
通じ、温室効果ガスや大気汚染物質
の排出削減につとめます。

⚫ 事業活動に係る製品等が廃棄物と
なった場合に、適正な措置を講じま
す。

⚫ 事業活動に伴って生ずる公害を防止
するための必要な措置を講じるとと
もに、紛争が生じたときは、誠意を
もってその解決にあたります。

⚫ 各主体と協働し、環境保全活動につ
とめます。

⚫ 市民の先導的な役割を担います。市民が参画
できる体制を整備し、情報の提供及び活動機
会の充実等をはかり、環境保全活動を積極的
に推進します。

⚫ 各主体と協働し、環境保全活動につとめます。

市民団体市民

事業者
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第１章 計画の基本的事項

計画期間

計画期間は令和８（2026）年度から令和17（2035）年度までの10年間とし、計画期間中にあって
も、社会情勢の変化や計画の進捗評価結果に伴い、計画内容の見直しを行います。

年度
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

H28 H29 H30 R1 R2 R３ R4 R５ R6 R７ R８ R９ R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

総合計画

環境基本計画 第３期環境基本計画
（令和８年度～令和17年度）

第２期環境基本計画
（平成28年度～令和７年度）

第５次大東市総合計画
（令和３年度～令和12年度）

第４次大東市総合計画
（平成13年度～令和2年度）
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（１） 統計による環境の現状
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第２章 大東市の環境の現状

大阪観測所における年平均気温の推移

出典：大阪管区気象台ホームページ 「近畿地方のこれまでの気候の変化」

大阪では、年平均気温が100年で2.0℃のペースで上昇していま
す。今後なにも対策を取らなかった場合（４℃上昇シナリオ）、
21世紀末の気候は20世紀末に比べて年平均気温が約４℃上昇する
と予測されており、これは亜熱帯気候に属する現在の種子島（鹿児
島県）の年平均気温（令和６(2024)年は21.1 ℃ ）より高くなり
ます。

府の熱中症による救急搬送人員（R6
年度）は東京に次いで全国２位となって
います。

年平均気温の上昇 コラム ： 熱中症について

こわいんやで熱中症！！

猛暑日が増加する中、府でも多くの方が熱中症により救急
搬送されています。

熱中症、「私だけは大丈夫！」と思っていませんか？

大阪府監察医事務所のデータによると、熱中症死亡事例の
うち、約9割が自宅で発生しています。さらに、自宅での死
亡例のうち8割以上がエアコン不使用となっています。

出典：大阪府 こわいんやで熱中症！！
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第２章 大東市の環境の現状

本市では寝屋川・恩智川の浮遊ごみゼロをめざし河川清掃を行っ
ています。さらに大阪産業大学との共同研究を実施し、その結果、
寝屋川・恩智川は大阪湾の満ち引きの影響を受けて順流と逆流を繰
り返すため、浮遊ごみが長期間滞留していることがわかりました。

毎月１回程度、市の清掃船「GO！GO！ダイトンGO！」で浮遊ご
みを回収しています。

ごみ問題

清掃活動の様子

ごみ総排出量及び一人一日あたりのごみ排出量は減少傾向にあり
ます。

清掃回数 回収量※

令和１年度 11回 99 袋

令和２年度 7回 112 袋

令和３年度 8回 125 袋

令和４年度 12回 168 袋

令和５年度 11回 238 袋

令和６年度 21回 329 袋

東大阪市加納東公園前の恩智川に平成25年からオイルフェン
スを設置し、河川浮遊ごみを回収しています。

回収量

令和１年度 70 ㎥

令和２年度 62 ㎥

令和３年度 18 ㎥

令和４年度 10 ㎥

令和５年度 24 ㎥

令和６年度 39 ㎥

※45Lのごみ袋

東大阪市加納東公園前の恩智川
オイルフェンス

出典：第６期大東市一般廃棄物処理基本計画

※1㎥＝約22袋（45Lのごみ袋）



（１） 統計による環境の現状

18

第２章 大東市の環境の現状

本市では河川の水質などの調査を実施し、環境の状況を年次報告
書として作成し公表しています。

寝屋川・恩智川の水質の状態を示すBOD値は、平成5(1993)年
頃は異臭の発生など嫌気性分解に伴う障害が現れる10ｍｇ/L以上
でしたが、令和２(2020)年度以降は３ｍｇ/L以下となり、アユが
棲める環境と同等の数値となっています。

生活環境の状況

だいとうの環境（環境白書・令和６年度年次報告書）を基に作成

指定河川のBOD（75％）の推移

0

3

6

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

ｍｇ/L

寝屋川（上流） 寝屋川（下流） 恩智川

出典：大阪府 特定外来生物「クビア
カツヤカミキリ」警戒中！！

本市の北東部は自然に恵まれており、金剛生駒紀泉国定公園に指
定されている地域もあり、飯盛山や寺川新池など９つのため池など
があります。

生物多様性保全の観点からは、在来種の保護とともに、外来生物
による被害を防ぐ取組も進めていく必要があります。

最近では府内各地域において、クビアカツヤカミキリ（特定外来
生物）の被害が出ており、サクラ・モモ・ウメなどの樹木に産卵し、
幼虫が樹木の内部を食い荒らす被害が確認されています。本市にお
いても一部クビアカツヤカミキリの被害が確認されています。

自然環境の状況

出典：大阪府 大阪府レッドリスト2014
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第２章 大東市の環境の現状

市民アンケートにおいて、市の環境に関する「満足度」と「重要度」について調査したところ、「川のきれいさ」が最も満足
度が低い項目として示されました。また、「ポイ捨てごみの少なさ」は市民にとって最も重要度が高い項目として示されていま
す。これらの結果から、地域の環境美化に向けた取組を強化することが求められていると考えられます。

お住まいの周辺の環境についてどのように考えますか？

ア. 山林の美しさ

イ. 空気のきれいさ

ウ. 川のきれいさ

エ. 動植物の多さ

オ. 公園、緑地の多さ

カ. 優良農地の保全・耕作放棄地の減少

キ. 静かさ

ク. まち並みの美しさ

ケ. ポイ捨てごみの少なさ

コ. ペットの飼育マナー

サ. 交通機関の便利さ

シ. 歩道の歩きやすさ

ス. ベビーカーや車いすの

移動のしやすさ

セ. 自転車の走りやすさ

ソ. 夜道の明るさ

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

（満足度）

「川のきれいさ」は、他の
項目と比較して満足度が特
に低く、改善の余地が大き
いことがわかりました。

※青色の線は「満足度」の平均値、緑色の線は「重要度」の平均値を示しています。（５点満点）

（重要度）
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第２章 大東市の環境の現状

市から発信される環境の情報について、「ある程度提
供されている」が35％と最も多い一方で、「あまり提供
されていない」、「不十分である」、「わからない」の
回答は合計で60％となり、情報が十分に行き届いていな
い可能性があります。

今後は、環境に関する取組や学びの機会を分かりやす
く発信し、関心を高めていくことが重要です。

全ての取組で「聞いたことがない」という回答が１番多い結果とな
りました。

今後は、情報発信の工夫や多様な媒体を通じて、市民への周知を一
層進める必要があります。

1.4%

0.3%

1.1%

1.7%

15.9%

1.4%

2.5%

3.6%

3.9%

14.5%

28.7%

15.0%

21.7%

19.2%

19.2%

15.9%

24.0%

20.6%

21.2%

60.2%

77.7%

64.1%

69.1%

46.5%

75.2%

61.8%

65.7%

60.4%

4.2%

4.2%

4.5%

3.9%

3.9%

4.5%

4.5%

4.2%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア. ゼロカーボンシティ宣言

イ. デコ活宣言

ウ. 恩智川クリーン・リバープロジェクト

エ. 大東シニア総合大学環境学部

オ. 大東市ごみ分別アプリ

カ. 環境家計簿

キ. だいとうプラスチックごみゼロ宣言

ク. 環境教育（ダンボールコンポスト）

ケ. 食品ロス削減（大東オリジナルフードドライブ

活動）

内容を詳しく知っている 内容を少し知っている 言葉は聞いたことがある 聞いたことがない 回答なし

市から発信される環境の情報について、
十分に提供されていると思いますか？

市の取組について、どのくらい知っていますか？

十分提供され

ている

2%

ある程度提供されている

35%

あまり提供されていない

28%

不十分である

10%

わからない

22%

回答なし

3%

5.6％

2.8％

6.1％

7.2％

3.1％

5.8％

10.6％

8.6％



（２） アンケート調査結果（事業者アンケート抜粋）

21

第２章 大東市の環境の現状

十分提供されて

いる

11%

ある程度提供されている

24%

あまり提供されていない

22%

不十分である

6%

わからない

36%

回答なし

1%

「ある程度提供されている」の回答が最も多かった一
方で、「あまり提供されていない」、「不十分である」、
「わからない」の合計は64％となりました。

事業者が求めている情報について、適切な手段により
発信していくことが求められています。

市から発信される環境の情報について、
十分提供されていると思いますか？

事業活動の中で、脱炭素に取り組む必要性を感じる場面はありますか？

アンケート結果では、「ある」「ややある」と回答した事業者が合
わせて50％を占め、半数の事業者が脱炭素の必要性を何らかの形で
感じていることがわかりました。

今後は、脱炭素の取組を“義務”ではなく“経営上のチャンス”として
伝えていくことが重要です。

本市としても、温暖化対策を事業者が行動に移しやすい環境を整え
ていく必要があります。

ある

23%

ややある

27%

ない

48%

回答なし

2%
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第２章 大東市の環境の現状

身近な環境について感じていることを自由に回答し
てもらったところ、

“恩智川”、“ポイ捨て”、“吸い殻”、
“きたない”といった単語が頻出し、川の汚れや、

ポイ捨てに関する課題が多くあがりました。

※大容量テキストマイニングに質問の全回答を入力し、スコアに応じて
表示させたもの。「一般的な文書でよく出る単語は、重要ではないため、
重み付けを軽くする」、一方「一般的な文書ではあまり出現しないが、
調査対象の文書だけによく出現する単語は重視する」仕組みを取り入れ
ています。
ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析
（ https://textmining.userlocal.jp/ ）

大東市の身近な環境についてどのように感じていますか？

身近な環境について思うこと（自由記述）

大東市が“きれいな街である”、
“川がきれいに保たれている”
と感じている生徒が少ない
ことがわかりました。



（３） 第２期大東市環境基本計画結果
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第２章 大東市の環境の現状

水質や騒音等に係る環境基準は中間見直し時（R3）と比較し毎年度着実に
達成できました。また、公害に関する苦情件数についても令和６年度に大
幅に減少するなど、計画に掲げた目標を達成することができました。

寝屋川・恩智川における浮遊ごみ清掃は重点プロジェクトに位置づけられ
た取組であり、令和６年度にはより効果的な清掃を行うため、極力浮遊ご
みが多く発生しやすい日程に合わせかつ清掃回数を増やすなどの対策を実
施した結果、ごみ回収量が中間見直し時との比較で3.3倍となりました。

第２期大東市環境基本計画の基本目標に掲げられている４つの目標を、進捗評価のための指標等を基に成果と課題としてま
とめました。

コミュニティバス利用者数は、各ルート合計で中間見直し時を上回ってお
り、交通安全教室のうち自転車に関する分野についても一定数の取組がで
きています。

市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量については、目標値を上回る削減
ができました。

ごみの最終処分量は年々減少しており、目標を達成しました。

エコで未来につなぐ『だいとうの環境』

水路の環境改善については計画どおりに進んでおり、市民に親しまれる水
辺環境の創出に繋がりました。

学校給食における地元農作物の活用については、玉ねぎやトマトなどを中
心に利用できており、地域農産物を活用した地産地消の取組が推進できて
います。

人と自然との“わ”となる『だいとうの環境』

環境教室や出前講座の実施回数及び参加者数についていずれも拡充傾向に
あり、目標を達成しているといえます。また、アンケート結果においても
概ね８割以上が環境問題への意識が向上したとの結果を得ました。

市立小・中学校における環境保全に関する取組件数も増加傾向にあります。

“地域力”が支える『だいとうの環境』

公害問題は快適な市民生活等に大きな影響を及ぼすものであり、引き続
き環境監視活動を充実させつつ、情報発信と課題に迅速に対応する体制
づくりが必要になります。

寝屋川・恩智川における浮遊ごみの発生は潮汐や風況等に影響を受ける
ことが判明していますが、現状における清掃手法には予算面等様々な制
約が伴うことから日常的な清掃は困難であり、依然として浮遊ごみが滞
留する状況が見られるなど問題解消には至っておらず、府等の関係機関
と連携強化や新たな清掃手法等の工夫が求められます。

温室効果ガスの排出量は電気の排出係数による影響が大きいことから、省
エネによるエネルギー使用の低減や創エネ等の対策についても検討し進め
ていく必要があります。また、令和５年度に改定した「地球温暖化対策実
行計画」に掲げた新たな目標値に向けた取組を加速化させることも必要で
す。

資源化率は増加傾向にあるものの、目標値に達していません。しかしなが
ら容器包装の軽量化やペーパーレス化の進展など必ずしもごみ減量・資源
化が停滞しているとはいえず、むしろ本目標項目の取扱いを検討する必要
があります。

グリーン調達率については、価格とトレードオフの関係であるため、目標
を100％に設定することは現実的とはいえず、目標数値自体の設定方法等に
検討が必要があります。

環境イベントについては、すでに事業を終了したものもあり、今後新たな
効果的な環境イベント等のあり方を検討する必要があります。

現状の取組等に照らし合わせ、本市の地域力を高め、環境を支えることに
つながる取組を検討します。

みんなで創る『だいとうの環境』

“地域力”が支える『だいとうの環境』

成 果 課 題

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

みんなで創る『だいとうの環境』

エコで未来につなぐ『だいとうの環境』
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第３章 計画の理念・目標

基本目標５ 地域力が支えるだいとうの環境

基本目標１ 地球にやさしい だいとうの環境
基本目標２ 自然と共生する だいとうの環境
基本目標３ 資源と経済が循環する だいとうの環境
基本目標４ 安全で快適な だいとうの環境

基本理念
～めざすべき環境像～

本計画では、基本理念（めざすべき環境像）、ひいては第５次大東市総合計画に掲げるまちづくりの理念の実現に向けて、
５つの基本目標を定め、施策を推進することとします。４つの基本目標の基盤となる横断的施策として、「地域力が支えるだ
いとうの環境」を定めます。

環境基本計画の範囲

第５次大東市総合計画

快適でうるおいのある豊かな環境を
創り、守り、育て、伝えていく まち だいとう

基本目標

まちづくり
の理念

「快適でうるおいのある豊かな環
境」は、人と生態系いずれにとっ
ても望ましいものであり、これを
みんなで力を合わせてより良いも
のに高めていくことをめざします。



（２） 施策体系
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第３章 計画の理念・目標

快
適
で
う
る
お
い
の
あ
る
豊
か
な
環
境
を

創
り
、
守
り
、

育
て
、
伝
え
て
い
く

ま
ち

だ
い
と
う

基本目標 施策
５ 地域力が支える

だいとうの環境

１ 地球にやさしい

だいとうの環境

省エネルギーの推進

再生可能エネルギーの導入促進

環
境
学
習
・
環
境
教
育

人
・
つ
な
が
り
づ
く
り

環
境
に
関
す
る
情
報
の
提
供

脱炭素に資する基盤の整備

気候変動の影響への適応

2 自然と共生する
だいとうの環境

自然環境の活用

生物多様性の保全

まちなかの緑化

都市型農業の振興

３ 資源と経済が循環
するだいとうの環境

５Ｒの促進

適正なごみ処理システムの構築

４ 安全で快適な
だいとうの環境

暮らしの場における環境問題の未然の防止

環境保全対策の推進

※基本目標１～４
を横断する施策

本計画では、めざすべき将来の環境像、ひいては市民のウェルビーイング※の実現に向けて、５つの基本目標を定め、施策を推
進することとします。４つの基本目標の基盤となる横断的施策として、「地域力が支える だいとうの環境」を定めます。

重点
プロジェクト

３

川とまちを
きれいにするプ
ロジェクト

１

大東市から
地球温暖化を防
ぐプロジェクト

２

「働きかけ」と
「環境学習」の
機会を多様化す
るプロジェクト

地球環境

自然環境

生活、快適環境

生活、快適環境

※ウェルビーイング：（Well-being）は、well（よい）とbeing（状態）からなる言葉。世界保健機関（WHO）では、ウェルビーイングのことを「個
人や社会のよい状態。健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定される（翻訳）」と紹介しています。
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第４章 目標達成のための施策の展開

基本目標
１

指標 現状値※1 目標年度 内容

グリーンコンシューマーの養成 デコ活の普及促進の
取組

ー 2030/2035 年１回以上

中小企業セミナーなどの講習会や研修会の実施 ー 2030/2035 年１回以上

市域の温室効果ガス 排出量 34.3%削減※2 2030 2013年度比で51％削減

市の事務事業に伴う温室効果ガス 排出量 35.6%削減 2030 2013年度比で62％削減

基本目標
２

指標 現状値※1 目標年度 内容

市民の緑への満足度 ー 2030/2035 「満足」の割合50％以上

生物多様性に関する講座実施回数 ー 2030/2035 年１回以上

基本目標
３

指標 現状値※1 目標年度 内容

１人１日あたりのごみ焼却処理量 698g/人・日 2030/2035
2030年度:677g/人・日
2035年度:648g/人・日

ごみの最終処分量 4,500t/年 2030/2035
2030年度:4,209t/年
2035年度:3,844t/年

基本目標
４

指標 現状値※1 目標年度 内容

環境基準達成状況（大気、水質、騒音） 91.7% 2030/2035 達成率100％

公害に関する苦情件数 57件 2030/2035 苦情件数の減少

基本目標
５

指標 現状値※1 目標年度 内容

環境教室・出前講座実施回数 13回 2030/2035 実施回数の増加

市立小・中学校における環境保全活動の取組件数 95回 2030/2035 取組件数の増加

（１）各基本目標の指標

基本目標ごとに施策の進捗を図る指標を設定します。

※1 現状値は令和6(2024)年度のもの
※2 市域の温室効果ガス排出量の数値は、環境省の自治体排出量カルテ最新年度、令和４(2022)年度の数値
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第４章 目標達成のための施策の展開

基本目標１ 地球にやさしい だいとうの環境（カーボンニュートラル）

（１）省エネルギーの推進
⚫ 建築物の省エネルギー化の推進

建築物省エネ法に基づいて、ZEH・ZEBの推進を軸に、市民及び事業者に断熱構造化や省エネシステムの導入
などの普及啓発・助成制度の情報提供を行います。公共施設については再エネ電力の利用やESCO事業の活用
を進めていきます。

⚫ デコ活の推進

環境に対する負荷の少ない日常生活や事業活動である「エコライフ」が広く普及するよう、「デコ活」を啓発
し、実践を働きかけます。また、地球環境に配慮した商品や、それを取り扱うお店や会社を選ぶ消費者（グ
リーンコンシューマー）の育成を進めるため、企業や市民団体などと連携しながら情報提供や研修を充実させ
ます。さらに、省エネ性能にすぐれた家電製品やOA機器の情報を発信し、買換えを支援するとともに、再配
達による燃料消費を抑制するため、宅配ボックスの設置も推進します。市自らも「グリーン調達方針」に基づ
き、環境に配慮した物品の購入を進めます。

⚫ エネルギーの見える化の支援

家庭・事業所での環境家計簿やエネルギーマネジメントシステムの活用を支援し、環境負荷やエネルギー利用
状況を見える化することで、照明や空調のこまめな消灯・温度調整、待機電力の削減、再生可能エネルギー利
用の拡大など、省エネ行動の定着化を図ります。

⚫ 脱炭素経営への移行促進

脱炭素経営が企業価値向上につなげるための経営戦略であることを周知し、環境に配慮した経済活動を広げる
ため、講習会や研修会を通じて事業者を支援するとともに、ISO14001やエコアクション21やESCO事業※な
どの導入に役立つ助成制度を紹介します。さらに、環境負荷の少ない商品の利用や効率的な配送を促進します。

市民 行政事業者

市民 行政事業者

市民 行政事業者

⚫ 概要

私たちの生活や経済活動によって排出される二酸化炭素などの温室効果ガスは地球温暖化の大きな要因となっています。本市においても地球温暖
化の原因となる二酸化炭素排出量を令和32(2050)年までに実質ゼロとすることをめざす「大東市ゼロカーボンシティ宣言」を令和５（2023）年３
月に表明しました。ゼロカーボンシティの実現に向けて、まずは、エネルギー消費量を減らす、いわゆる省エネルギー化を推進し、必要となるエネ
ルギーについては再生可能エネルギーにより賄う必要があります。

また、気候変動の影響はすでに顕在化していることから、その影響への対応についても両輪で推し進めていきます。

行政事業者

（２）施策内容

基本目標１の施策に関連するSDGs

※ESCO事業：Energy Service Company の略であり、省エネルギー化の為の改修工事を行い、これに要する費用を改修後の光
熱水費の削減額等で賄う事業。一般的な省エネルギー改修と異なるところは、改修後の省エネルギー効果をESCO事業者が保証す
るという点。
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第４章 目標達成のための施策の展開

ZEH、ZEBとは？

コラム ： 建物の脱炭素化について

出典：環境省 ZEB PORTAL（ゼブ・ポータル）

ZEHとは、 Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称で、「ゼッチ」と呼びます。
ZEBとは、Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼びます。

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることをめざした建物のこ
とです。建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはできませんが、省エネに
よって使うエネルギーを減らし、太陽光発電等の創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費
量を正味（ネット）でゼロにすることができます。

出典：経済産業省 省エネポータルサイト
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第４章 目標達成のための施策の展開

デコ活で将来の豊かな暮らしを！

コラム ： デコ活について

出典：環境省 デコ活

「デコ活」とは、二酸化炭素（CO₂）を減らす
（Decarbonization）と、環境に良い（eco）を含
む“デコ”と活動・生活を組み合わせた新しい言葉で、
2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減
目標の実現に向けて、CO₂などの温室効果ガスの
排出量削減のために、国民・消費者行動変容、ラ
イフスタイル変革を後押しするための新しい国民
運動です。

本市においても令和６(2024）年に「デコ活」
を推進するため、「デコ活宣言」を行いました。
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第４章 目標達成のための施策の展開

基本目標１ 地球にやさしい だいとうの環境（カーボンニュートラル）

（３）脱炭素に資する基盤の整備 ⚫ 持続可能な交通環境の実現

自家用車の利用を抑制するため、エコ交通の日の周知徹底や、ZEVの導入を促進します。また、安全
で快適な歩行者空間の確保や公共交通機関の利用を促進します。関係機関と連携し、講習会や啓発イ
ベントを通じてエコドライブの普及を進めます。

⚫ 吸収源対策

「大東市緑の基本計画」に基づき、緑地の保全や都市緑化の推進に向けた取組を進めていきます。ま
た、森林の間伐や整備を通じた保全活動を行っている市民団体と連携し、これらの活動内容や緑の保
全の重要性等を情報発信することで、市民や事業者の緑の保全に対する意識の熟成や緑化活動への参
画を促し、吸収源の拡充を図ります。

市民 行政事業者

（２）再生可能エネルギーの導入促進 ⚫ 再生可能エネルギー設備の導入促進

公共施設への太陽光発電設備の設置や環境配慮契約法に基づく再エネ電力の導入を検討するとともに、
住宅の新築や改築に際して補助制度を紹介し、太陽光発電などの導入を促進します。さらに、初期費
用が不要な「PPAモデル事業」についても導入検討や情報提供を行います。

⚫ 再エネ電力への切り替え促進

再生可能エネルギーの電力を普及させるため、市内事業者向けに、電力の共同購入オークションの実
施による支援を行います。

市民 行政事業者

コラム：再生可能エネルギーの共同購入について

再生可能エネルギーの共同購入とは、太陽光や風力などの

「再エネ電気」を利用したいと考える個人や個人事業者を自

治体等が募り、共同で電力を購入する仕組みです。

参加者が多く集まることで購買力が高まり、より低い電気

代で再エネ電気が簡単に利用できます。
出典：環境省 再エネスタート

行政事業者

市民 行政事業者
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第４章 目標達成のための施策の展開

基本目標１ 地球にやさしい だいとうの環境（カーボンニュートラル）

（４）気候変動の影響への適応

●気候変動の影響への適応

・高温に対応した栽培技術や設備の導入について情報提供につとめるとともに、病害虫や野生鳥獣による農業被害の防止対策を実施します。

・河川の水質モニタリングを継続的に実施し、官民協働による清掃活動や流域管理を強化するなど、環境改善施策をより一層推進します。

・地域の自主防災組織を強化し、「道路長寿命化事業計画」に基づく道路施設の老朽化対策や水害対策を進めます。避難場所となる都市公園は「大
東市公共施設等個別施設計画」「大東市都市公園再整備計画」に基づき適正に管理し、校庭貯留施設等の防災対策も推進します。下水道施設は
「大東市管路施設ストックマネジメント実施方針」による老朽化対策を進め、ポンプ場は更新計画に基づいて計画的に改修を進めます。さらに、
気候変動による大規模災害に備え、国や府と連携して治水対策を進めます。土砂災害については、施設整備や警戒区域の指定、ハザードマッ
プ作成支援、防災訓練を通じて周知と避難体制を強化します。

・熱中症や感染症の発症を予防するため、気温上昇時の注意喚起や予防接種体制の充実を進め、リスク回避施策を展開して、市民の生命と健康を守
ります。

・事業活動における熱中症対策の周知啓発や、事業継続計画（BCP）に関する防災教育の実施により、気候変動の影響による損失や事業活動の停滞
を防ぎます。

・クールスポットの周知啓発やミスト散布、グリーンカーテンなど、暑熱環境の緩和対策による熱中症リスクの軽減、自立・分散型エネルギーの導
入促進による自然災害時のレジリエンス強化等により市民生活を守ります。

市民 行政事業者

農林業

自然災害

健康

※気候変動適応情報プラットフォームにおいて公開
されている素材を使用して作成



⚫ 里山・水辺等の整備・活用

山地・緑地・河川等の多様な自然環境については、「大東市緑の基本計画」に基づき保全につとめ、生駒山系に
おいては、府の「生駒山系花屏風構想」を推進し、山林資源の価値を高める活動及び生物多様性の保全につとめ
ながら安らぎと潤いのある環境を創出します。また、「大東市森林整備計画」に基づき、整備活動等で発生した
間伐材等をバイオマス発電へ活用します。

水路等周辺環境については、官民協働・アドプト制度を活用した清掃活動など、環境や景観の保全・整備を図り
ながら水辺ヘの愛着心や親水性を高めます。

基本目標２ 自然と共生する だいとうの環境（ネイチャーポジティブ）
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第４章 目標達成のための施策の展開

（１）自然環境の活用

（２）生物多様性の保全
⚫ 外来生物への対策

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」のもと、在来の生態系を保全し特定外来生物に
よる被害を防ぐため、注意喚起と適切な情報提供を行います。

⚫ 生物多様性に関する普及啓発

「生物多様性基本法」のもと「生物多様性国家戦略」や「大阪府生物多様性地域戦略」に沿った官民協働の保全
活動や自然から得られる恵みの大切さを伝える環境教育の実践や普及啓発につとめます。

●概要

本市域の緑地面積は市域全体の約3分の1を占めています。その大部分は生駒山系の樹林地ですが、市街地にも、寝屋川などの河川や水路、農地な
ど貴重な自然環境が残されているほか、深北緑地、大東中央公園、末広公園、南郷公園、東諸福公園などの都市公園が整備されています。 こうした
状況から、アンケート調査においても公園、緑地の多さや山林の美しさについて満足度が高い傾向にありました。しかしながら、農地面積は市街化
により年々減少傾向にあるほか、川の汚れ等の水辺環境の悪化を実感している市民が多くいることがわかりました。今後、市民が自然環境に携わる
機会や参画するしくみを運用し、これまで人の手で維持されてきた自然環境を、さらによりよくして後世に伝えていく必要があります。

行政

市民 行政事業者

市民 行政事業者

基本目標２の施策に
関連するSDGs



⚫ 魅力ある公園・緑地づくりの推進

身近な公園緑地においては、子育て支援や健康づくりなど、地域の実情にあわせた公園の再整備を進めるととも
に、自治会等に対し、清掃道具の貸与等、必要な支援を行います。

⚫ 緑のネットワークの整備・充実

都市拠点や公園・緑地などの緑の拠点、歴史・文化資源、山地部の豊かな自然などを結び、歩行者の回遊性を向
上をめざします。河川や水路では、親水性を創出するため水辺の保全・活用の可能性を検討し、直擁壁の河川で
は、連続性を確保するため河川沿い道路のコミュニティ道路としての整備を推進し、緑のネットワーク形成を図
ります。

⚫ 地域緑化運動の推進、事業者との連携

工業地では、「工場立地法」に基づく緑地の整備のほか、事業者の協力を得ながら敷地内の緑化や壁面緑化・屋
上緑化を推進し、幹線道路沿道では緩衝緑地帯の形成を誘導します。民有地も緑化を誘導するとともに、市民に
よる未利用地を活用した広場・緑地の確保や、アドプト制度などを活用した美化・清掃を支援します。

⚫ 保護樹林等の保全と啓発

保護樹木・保護樹林として指定されている樹木・樹林は、所有者ヘの適正管理を働きかけ、緑の保全を図ります。

⚫ 緑化相談・指導の充実

公園等の愛護及び緑化の推進を図るため、緑の推進員として登録し、また、必要な器材等の貸与や、緑化等の講
習会を開催します。

⚫ 計画的な“みどり”資源の保全

「大東市緑の基本計画」に基づき、官民連携で緑の視点からのまちづくりの考え方や将来像を共有し施策を展開
します。

基本目標２ 自然と共生する だいとうの環境（ネイチャーポジティブ）
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第４章 目標達成のための施策の展開

（４）都市型農業の振興

⚫ 都市型農業の振興

学校給食なども含めた地産地消を促進し、輸送に係る燃料消費の縮減やコストを圧縮します。また、農業まつり
を通じて市民に農業に触れる機会を提供し、農業への理解を図ります。さらに、生産緑地法に基づき緑地空間と
して創出・保全につとめるとともに、農地の遊休化防止のため、認定農業者などへの利用集積や、農業的利用だ
けでなく、景観形成、防災、生物多様性の確保など多様な活用を検討します。

（３）まちなかの緑化

行政

市民 行政事業者

行政

行政

市民 行政事業者

市民 行政事業者

市民 行政



基本目標３ 資源と経済が循環する だいとうの環境（サーキュラーエコノミー）
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第４章 目標達成のための施策の展開

（１）５R※の促進
⚫ ごみ発生抑制の取組の推進（Reduce:発生抑制、Repair：修理)

「大東市一般廃棄物処理基本計画」に基づき家庭ごみの排出削減のため、段ボールコンポストの普及啓発等に
より循環型社会の基盤強化を図るとともに、日用品などの修理に関する情報提供をおこない、市民のリペア実
践を後押し、地域全体で持続可能な「捨てない社会」を実現していきます。

⚫ 食品ロス対策（Refuse：断る、Reduce:発生抑制)

食べられずに廃棄される食品を削減するため、市民・事業者に対し食品購入の計画性の意識づけや、フードド
ライブの協力について啓発します。

⚫ 資源活用の機会・場の充実（Reuse：再使用、Recycle：再生利用）

市民・事業者が使用しなくなった不用品をリサイクルする、フリーマーケットやリユースショップの利用をす
るなど、日常生活や事業活動の中で実践できる5Rを推進するため、店頭回収や拠点回収の情報発信や啓発など
を通して市民・事業者主体のリユース・リサイクル行動を支援し促進します。

⚫ プラスチックごみ対策（Reduce:発生抑制、Recycle：再生利用）

プラスチックの使用の抑制を進めるため、ライフスタイルの見直しの啓発を行うとともに、ペットボトルの水
平リサイクルやプラスチック製容器包装の分別収集を徹底します。また、マイクロプラスチックによる環境汚
染を抑制するため、定期的に河川の浮遊ごみの清掃や市民に対して、ポイ捨ての防止、ごみ排出時に散乱しな
い配慮の徹底などの啓発を行います。マイボトル用給水スタンドの利用促進やマイバッグの活用など、身近な
生活から取り組める工夫を市民・事業者に啓発し意識の醸成につとめます。

⚫ 概要

持続可能な形で資源を利用する「循環経済（サーキュラーエコノミー）」への移行をめざすことが世界の潮流となっています。本市においてはご
みの最終処分量は減少傾向にあり、アンケート調査の結果からも、ごみの分別やマイバッグの利用を大半の方が実施していることがわかりました。
しかしながら、今後市が環境保全のために取り組むべき施策について、「ごみ減量化・リサイクルへの取組の充実」が多く求められていたことから、
今後の持続可能な経済成長を実現するために、資源消費の最小化や廃棄物発生抑制につながる取組をさらに推進していく必要があります。

市民 行政事業者

市民 行政事業者

市民 行政事業者

市民 行政事業者

Refuse
断る

Reduce
発生抑制

Reuse
再使用

Repair
修理

Recycle
再生利用

※５R：ごみを減らし、資源を有効に活用するための5つの行動原則「Refuse（リフューズ）」「Reduce（リデュース）」
「Reuse（リユース）」「Repair（リペア）」「Recycle（リサイクル）」の頭文字を取った言葉

基本目標３の施策に
関連するSDGs



⚫ 家庭ごみ・事業所ごみの適正処理の推進

市民が正しくごみ分別ができるよう、「大東市ごみ分別アプリ」や「外国語版ごみ収集カレンダー」を活用し
習慣化できるよう啓発につとめるとともに、資源ごみ等の持ち去り行為や不法投棄の未然防止対策にも取り組
みます。また、事業者に対して排出者責任に基づく、適正排出についての情報の提供と、府や東大阪都市清掃
施設組合などと連携した、排出指導を強化します。

⚫ ごみ処理体制の強化

高齢者及び障害者向け収集体制の構築や、災害時に適正処理機能を維持し迅速に対応できる強靭な処理体制を
構築し、すべての市民が安心してごみ回収サービスを利用できるようつとめます。

⚫ 持続可能なごみ処理システムの構築

「大東市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、地球温暖化対策や環境負荷の低減を踏まえながら、施設の維持
管理や作業工程の効率化を図るため、システムの更新を計画的に進めます。

基本目標３ 資源と経済が循環する だいとうの環境（サーキュラーエコノミー）
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（２）適正なごみ処理システムの構築

市民 行政事業者

行政

市民 行政事業者

コラム：食品ロスの現状

WWF（世界自然保護基金）と英国の小売り大手テスコが令和３(2021)年

7月に発表した報告書「Driven to Waste」によると、世界で栽培、生産さ

れた全食品のうち約40パーセントに当たる25億トンの食品が年間で廃棄さ

れていることが分かりました。

日本でも１年間に約464万トン（令和５(2023)年度推計値）もの食料が捨

てられており、事業系の食品ロスは約231万トン、家庭系の食品ロスは233

万トンで、1人当たりの食品ロス量は1年で約37kgと推計されています。現

在、地球上には約97億もの人々が生活をしていますが、途上国を中心に約

7.6億人以上（約11人に１人）が十分な量の食べ物を口にできず、栄養不足

で苦しんでいます。しかしながら、多くの食品ロスを生み出しているという

状況は、社会全体で解決していかなくてはならない課題の一つです。
出典：農林水産省 食品ロスとは



基本目標４ 安全で快適な だいとうの環境
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（１）暮らしの場における環境問題の未然の防止

⚫ 環境監視の継続的な実施

官民が連携して環境モニタリングを継続的に行い結果を広く周知するとともに、その結果を騒音等の公害防
止や環境保全の取組に活かします。また環境調査の充実に向けて、観測網の整備につとめます。

⚫ 公害防止協定の締結・運用

事業者と適宜公害防止協定を締結し、適切な運用を支援・指導することで、公害の未然防止につとめます。

⚫ 環境創造誘導施策の導入

市民生活に伴う騒音や悪臭等の生活型公害を抑制・軽減するため、発生事例や対応策を分かりやすく周知し、
道義的責任への理解を広めることで、意識向上を図ります。

⚫ 環境悪化の防止

「大東市立地適正化計画」に基づき、住宅と工場が近接しないよう適正な土地利用を誘導します。これらの
混在を防止するため、「大東市住工調和条例」に基づき、住宅と工場との良好なまちづくりと企業活動の調
和につとめます。
また、路上喫煙や不法投棄、たばこのポイ捨て禁止など啓発を行い、美しいまちづくりにつとめます。

行政

行政事業者

⚫ 概要

本市の大気や水質等の環境基準の達成状況についてはおおむね良好であり、公害苦情件数についても近年減少傾向にあります。一方で、寝屋川・
恩智川においては清掃活動を続けているものの、依然として浮遊ごみが滞留する状況が見られ、まちなかの美観やポイ捨てについてもアンケート調
査やワークショップにおいてポイ捨てへの意識が低い、まちなかのごみが多いといった意見が多くあがりました。引き続き公害防止のための環境監
視を継続的に行うとともに、事業者への指導や市民に向けた「大東市マナー条例」に基づく啓発、環境美化活動を推進することで、だれもが安心し
て快適に暮らせる、住み続けたいまちづくりにつとめます。

市民 行政事業者

市民 行政事業者

基本目標４の施策に
関連するSDGs



基本目標４ 安全で快適な だいとうの環境

39

第４章 目標達成のための施策の展開

（２）環境保全対策の推進 ⚫ 河川の美化・水質浄化の充実

府と流域４市で活動する「恩智川クリーン・リバープロジェクト」の実施や、府の関係機関と連携しながら総
合的な水環境改善の取組を進めるとともに、各自治区による自主的な地域美化清掃を支援するなど美化活動を
推進します。

⚫ 環境影響評価の推進

国、府の環境影響評価指針及び環境の保全等の推進に関する条例のもと、開発行為の環境関連法令遵守及び環
境への影響を事前に評価し、環境保全につとめます。

⚫ 良好な環境の創出

「大東市都市計画マスタープラン」や「大東市バリアフリー基本構想」に基づき、ハード・ソフト両面で誰も
が安心して暮らせる市街地環境づくりを推進し、周辺市街地の環境や景観への影響等に配慮しながら、適正に
立地誘導された市街地を形成します。

行政

行政

コラム：恩智川クリーン・リバープロジェクト

恩智川クリーン・リバープロジェクトは、恩智川の浮遊ごみ対

策として流域全体で美化意識の向上を図るため、流域住民のみな

さまと、流域4市（大東市・東大阪市・八尾市・柏原市）と府が

連携し、平成25(2013)年度から実施しています。

本市では、地域住民、環境団体、企業等と協力し、河川浮遊ご

みの組成調査、河川への不法投棄ごみの展示、河川水質検査体験、

魚釣りゲームなど、寝屋川・恩智川の美化啓発活動をしておりま

す。また、子供たちが環境に興味を持ってもらえるよう、ごみ拾

いをゲーム感覚で楽しめるイベント「清走中」を実施しました。
恩智川クリーン・リバー

プロジェクトの様子

市民 行政事業者

「住んでるまちに澄んでる川を！」



⚫ 環境の保全・創造を担う人材の養成と普及

「大東シニア総合大学環境学部」や「大東環境みどり会」の周知や活動支援を行うとともに、環境保全や環
境創造の活動に取り組んでいる環境活動団体・グループや事業者などを支援・奨励します。また、功労者の
業績を顕彰によりロールモデルを示し市全体に挑戦と貢献の意識を醸成します。

⚫ 団体・グループの把握・紹介

環境保全や環境創造に取り組む市民団体・グループを把握、整理し、ホームページなどで広く紹介し、活動
に参加する主体のすそ野の広がりをめざします。

⚫ 多様な主体との協働の推進

自主的に環境の保全及び、創造に取り組んでいる人や事業者・グループなどが相互に連携・協力ができるよ
う、ネットワーク化し、多様な主体との協働を推進します。
また、道路や公園、河川などを地域住民が自主的に維持・管理するアドプト（アダプト）制度など、市民が
積極的に取り組めるように支援します。

⚫ 学校及び市民の環境学習機会の拡充

最新の環境関連製品や行政・自治体の取組等を紹介するとともに、市民の環境意識の向上と行動変容に寄与
する学習会や体験イベント等の充実を図り、誰もが参加し学習できる環境を官民協働で整備拡充します。学
校教育の場では、本市の環境教育・環境学習の推進方針や「大阪府環境教育等行動計画」のもと、教育委員
会と連携して体制を強化し、環境副読本「大東のかんきょう」の作成・配布を行います。

基本目標５ 地域力が支える だいとうの環境
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（１）環境学習・環境教育

（２）人・つながりづくり

市民 行政事業者

市民 行政事業者

行政

⚫ 概要

環境を保全し、より良い環境を創造するためには、私たち一人ひとりが環境負荷を低減し、適切な行動を選択する必要があります。市では、
市民や事業者の環境意識向上と行動変容促進のため、様々な環境イベントや環境学習講座を実施していますが、参加者数は横ばい傾向であり、
中学生アンケートの結果から、市が開催する環境イベントに参加したことがある割合は２割にも達しませんでした。

人々が環境問題への関心を高め、環境への理解を深め、自ら主体的に行動することができるよう、環境学習や情報提供などを充実するととも
に、市、事業者、市民及び市民団体が環境問題に関して主体的に連携できるような体制を整備することが必要です。

市民 行政

基本目標５の施策に
関連するSDGs



基本目標５ 地域力が支える だいとうの環境
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（３）環境に関する情報の提供

⚫ 環境に関する各種情報の収集・整理・発信

市民に分かりやすく大東市の環境施策の進捗状況等を伝えるため、環境年次報告書「だいとうの環境」を毎
年度作成し、ホームページで公開します。加えて、環境負荷の見える化、環境負荷の少ないエコライフやデ
コ活、経済活動に役立つ行動メニューなど、多くの人に役立つ情報の提供につとめます。市が発行する多様
な媒体を活用した情報発信につとめるとともに、環境に関する情報を管理する拠点整備を検討し、整理され
た情報によって市民が生活に役立て、環境負荷軽減が促されるサイクルを創生します。

行政

コラム：大東市の環境教育

小学生向け環境副読本

本市では大阪産業大学の学生が講師となり、小学校で「温暖化学習」

を行うことで地域や家庭、学校などで省エネ行動が自然とできる子ども

を増やすことを目的とした環境教育を行っております。

また、小学生向けの環境副読本を毎年作成し、小学校の授業で活用し

ています。

大学生による授業の様子



第５章

重点プロジェクト
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（１）重点プロジェクト設定の考え方
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第５章 重点プロジェクト

自然環境 生活環境地球環境 快適環境

めざすべき環境像の実現のため、各基本目標の施策をけん引し、重点的に取り組むべきプロジェクトを重点プロジェクトと
して位置づけます。設定にあたっては、①アンケート調査結果、中高生ワークショップにより集約した市民の意見、②環境分
野以外の地域課題の同時解決に資するという点を重視しました。また、重点プロジェクトの進捗については、「市民にとって
よりよい環境になっているのか」を重視するため、毎年行うアンケート調査の結果により確認するものとします。

産業

環境分野の課題

重点プロジェクト

川とまちをきれいにするプロジェクト

大東市から地球温暖化を防ぐプロジェクト

「働きかけ」と「環境学習」の機会を
多様化するプロジェクト

他の地域課題

防災・
減災

地域の
魅力向上

地域振興

福祉

教育

・脱炭素への関心度が低い
・資金や情報の不足により、ハー

ド面の脱炭素対策が進まない
・環境イベントに参加したことが

ない
・情報収集手段は年代により大き

く異なる
・川が汚い
・ポイ捨てごみが多い

・地球温暖化への関心度が低い
・行動変容を促すためには「働

きかけ」が必要である
・川が汚い
・ポイ捨てに関する意識が低い

アンケート調査結果

大東市子ども環境基本
計画策定委員会

市民・事業者の意見
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10年後の環境を自ら考えるワークショップを実施しました

コラム ： 大東市子ども環境基本計画策定委員会

ワークショップの様子

本計画の策定にあたり、次代の担い手である若い世代の意見を積極的に取り入れるため、中高生を委員として10年後
の環境を自ら考える全５回のワークショップを実施しました。中高生は「ごみ・リサイクル」、「地球温暖化」、「自
然環境」の３つのテーマに分かれ、市における環境課題とその課題を解決するためのプロジェクトを検討し、発表しま
した。

ワークショップで検討された各テーマにおけるプロジェクト

地球温
暖化

ごみ・
リサイ
クル

自然
環境



（２）プロジェクト内容

45

第５章 重点プロジェクト

重点プロジェクト① 大東市から地球温暖化を防ぐプロジェクト

本市は令和５(2023)年３月に、令和32(2050)年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることをめざす「大東市ゼロカーボンシティ宣
言」を表明し、取組を推進してきましたが、アンケート調査の結果、同宣言の認知度は回答者の７％程度と低く、カーボンニュートラル（脱炭
素）についての関心度も他の環境課題と比較して低水準にありました。

中高生ワークショップにおいても、地球温暖化について無関心な人が多く、行動変容につながらないことが課題として挙がりました。このよ
うな意見を踏まえ、まずは地球温暖化や脱炭素への関心を高め、各主体自らが主体的に脱炭素に向けた取組を進めることを促進し、本市から排
出されるCO₂を削減することをめざします。

背
景

市
民
・
事
業
者
が
自
分
ご
と
と
し
て
地
球
温
暖
化
に

つ
い
て
考
え
、
主
体
的
に
脱
炭
素
に
取
り
組
む

具
体
的
な
取
組

目標

脱炭素経営の移行促進

・中小企業セミナーなどの講習会や研修の開催
・太陽光発電システム、再エネオークションなどの再エネ導入の他、事業所へのESCO事業啓発
・国等の補助活用や助成制度の情報提供

大東市役所における脱炭素の率先行動

・公共施設等の省エネ化・再エネ電力導入等による脱炭素化
・職員の省エネ行動の徹底

中高生と連携した取組内容

学校教育における地球温暖化対策の普及啓発活動

・学校における脱炭素に関する学習機会の確保
・CO₂排出量チェックシートの作成と運用

デコ活の推進

・省エネ性能にすぐれた家電製品やOA機器の情報発信や買換え支援
・省エネ住宅への移行促進

産業
防災・
減災

教育

指標 現状値 目標年度 内容

自分ごととして地球温暖化について考え、行動している人の割合 ー
2030年 60%
2035年 80%

「行動している」の割合



（２）プロジェクト内容
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重点プロジェクト② 「働きかけ」と「環境学習」の機会を多様化するプロジェクト

本市ではこれまで環境フェア等のイベントや大阪産業大学の学生が小学生への環境教育の実施、シニア世代を対象とした「大東シニア総合大
学環境学部」など様々な環境学習機会を提供してきました。市民アンケートでは、自然環境を体験するイベントに参加してみたいと回答する割
合が３割を超えていますが、他のイベントに関する関心度は低いことがわかりました。さらに、中学生アンケートの結果では、市が開催する環
境イベントに参加したことがある割合は２割に満たず、中高生ワークショップにおいても、イベントに参加してもらうためには多くの人に情報
を届けることから始めなければならないという意見があがっています。情報入手経路については、年齢層により異なることも踏まえ、ターゲッ
ト層に応じた情報発信手段を活用し、多様な環境学習・体験の場を提供することで地域振興にもつなげます。

背
景

多
様
な
主
体
が
多
様
な
手
段
で
情
報
発
信
し
、
多
様
な

環
境
学
習
や
体
験
の
場
が
提
供
さ
れ
て
い
る

具
体
的
な
取
組

目標

多様な主体の参画による環境学習機会の確保

・事業者、団体、大学等とのネットワーク構築
・各主体が相互に連携し、協働学習体制の構築

多様な環境学習・体験の場の提供

・学生、親子世代、シニア世代等の年齢層に応じた環境学習・体験プログラムの検討
・生物多様性、地球温暖化、ごみ問題等、様々な種類の環境学習・体験プログラムの検討

「働きかけ」の多様化

・ホームページ、SNS（フェイスブック、X、インスタグラム、LINEなど）の活用
・行政窓口、学校等におけるチラシ、ポスターの掲示・配布
・広報「だいとう」の活用
・学校、団体、企業との連携による情報発信者の多様化

地域振興 教育

指標 現状値 目標年度 内容

市から発信される環境の情報への満足度 37％
2030年 60%
2035年 80%

「提供されている」の割合



（２）プロジェクト内容
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第５章 重点プロジェクト

重点プロジェクト③ 川とまちをきれいにするプロジェクト

地域の
魅力向上

福祉

本市では前計画において「川を大切にするプロジェクト」を重点プロジェクトに掲げて取組を推進してきましたが、市民アンケート調査の結
果では、“川のきれいさ”に関する満足度が最も低く、中学生アンケートの結果においても、本市が“きれいな街である”、“川がきれいに保たれ
ている”と感じている生徒が少ないなど、川の汚れや、ポイ捨てに関する課題が多くあがりました。さらに、中高生ワークショップにおいても
ポイ捨てに対する市民意識の低さや、まちなかのごみが川に流れ着き、川を汚す原因になっていることが指摘されました。このような意見を踏
まえ、市民意識を向上させ、「川」のみならず「まち」をきれいにすることをめざします。これらの実現により、地域の魅力をさらに向上させ、
清掃活動等によるコミュニティ・自治活動の強化も狙います。

背
景

川
・
ま
ち
の
美
化
が
市
民
に
実
感
さ
れ
、
大
東
市
が

「
き
れ
い
な
ま
ち
」
と
し
て
市
内
外
で
認
識
さ
れ
る

目標

恩智川クリーン・リバープロジェクトの推進等

・河川での美化活動
・水辺を活用したイベント・学習会
・啓発活動・ワークショップ
・プロジェクトのPR及び参画促進

浮遊ごみ対策

・河川の浮遊ごみの回収の充実
・浮遊ごみ清掃活動のPR、市民等への啓発

中高生と連携した取組内容

ポイ捨て、ごみ量の削減対策

・学校教育におけるごみ問題・ポイ捨てについて考える時間の確保
・ポスターやSNSを活用した普及啓発活動の実施
・ごみ拾いやごみの分別及びごみ発生抑制に関するイベントの開催や取組の推進
・川の周辺や人が集まる場所へ人々の行動変容（ナッジ）につながるような工夫したごみ箱の設置

教育

指標 現状値 目標年度 内容

「浮遊ごみの少なさ」への満足度 11％
2030年 30%
2035年 50%

「満足」の割合

「ポイ捨てごみの少なさ」への満足度 27％
2030年 40%
2035年 60%

「満足」の割合

具
体
的
な
取
組



第６章

計画を推進するために
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（１）計画の推進体制
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第６章 計画を推進するために

PLAN
DO

CHECK

ACTION

計画を立てる 実行する

評価する改善する

本計画に関する施策・事業
の手順等を決定します。

施策・事業を着実に実施
します。

施策・事業の実施状況等につ
いて点検・評価を毎年行いま
す。点検・評価結果は環境審
議会に報告するとともに、市
民に広く公表します。

点検・評価結果により、
問題・改善点を明確にし、
施策・事業の見直しを行
います。

本計画は、事業活動などの進行を円滑に進めるための
基本的な考え方であるPDCAサイクルに基づき、継続的な
推進と改善を図りながら進行管理を行います。

だいとうの環境

本計画を推進していくために、市民、市内民間企業勤
務者、学識経験者及び関係行政機関の職員からなる「大
東市環境審議会」のもとで毎年度チェックを受けながら
推進を図ります。

また、市の「大東市環境との共生推進本部」における
内部評価も行います。

学識経験者／市民／企業／関係行政機関 等

報告 承認

報告 点検・評価

市民・企業

要望・協力

大東市庁内体制

大東市環境との共生推進本部

大東市環境審議会（庁外組織）

公表

環 境 室

（２）PDCAサイクルに基づく進行管理



取組チェックシート
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幸せ大東＊エコ活チェックシート：実行していたら□に✔チェック （市民向け）
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基本目標１地球にやさしいだいとうの環境 基本目標４安全で快適な だいとうの環境

□うちエコ診断を受けてライフスタイルを見直す □車の運転はいつもエコドライブを心がける

□家電の買替えは省エネ性能を重視して選ぶ □路上喫煙や吸いがらなどのごみをポイ捨てしない

□出かける時は公共交通機関やカーシェアリングを利用する □むやみに大きな音をたてないように生活騒音に注意する

□使い捨てを減らし、長く愛用できて再利用できるものを選ぶ □市が行っている美化活動のイベントなどに参加する

基本目標２自然と共生するだいとうの環境 基本目標５地域力が支えるだいとうの環境

□環境に配慮されて生産された農作物を選んで購入する □地域住民で自主的に美化清掃を実施する

□大阪府みどりの募金に協力し緑化に貢献する □みどりの保全活動に家族や友達と積極的に参加する

□生態系を守るため環境に配慮された製品を使用する □環境学習や講演会で学んだことを家族や友達と一緒に実践する

□使用済み食用油はペットボトルに詰めて回収ボックスに入れる □目標達成のために行政・事業者・市民が協力し合う

基本目標３資源と経済が循環するだいとうの環境

□５Ｒを意識してごみを分別する

□マイバック・マイボトルを利用してプラごみを減らす

□買い物は地産地消を心がける

□買いすぎない・食べきる・余ったら「フードバンク」へ



幸せ大東＊エコ活チェックシート：実行していたら□に✔チェック （事業者向け）
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基本目標１地球にやさしいだいとうの環境 基本目標４安全で快適な だいとうの環境

□省エネ診断を受けて省エネ活動を実践する □車の運転はいつもエコドライブを心がける

□再生可能エネルギー設備を積極的に導入する □路上喫煙や吸いがらなどのごみをポイ捨てしない

□出張は公共交通機関やカーシェアリングを利用する □製造・運搬など営業活動時の騒音に注意する

□建築物のZEB化につとめる □環境汚染防止に関する法令を遵守し継続的に環境保全に取り組む

基本目標２自然と共生するだいとうの環境 基本目標５地域力が支えるだいとうの環境

□事業所の屋上や壁面を緑化する □地域と協働で自主的に環境保全活動を実施する

□生物多様性の保全に資する取組を支援する □事業所で行っている環境への取組を情報発信する

□生態系を守るため環境に配慮された製品を使用する □従業員が環境学習できる環境を整える

□ペーパーレス化を図り森林を守る □目標達成のために行政・事業者・市民が協力し合う

基本目標３資源と経済が循環するだいとうの環境

□産業廃棄物・食品廃棄物の削減につとめる

□生産・流通・販売における過剰包装を抑制する

□物品購入も電気も地産地消を心がける


